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6月 18日
阪 府

下記に面するブロック塀等

1,I=卜 に指定されている
幅員4m以上の道路

(教 育委員会か指定すろ小学校の通学路 )

21■・T11■ に指定されている道路
(環状t号猥や甲州街道なとの特定の幹塚道路 )

工事種別

撤 去

撤去及び新設

撤 去

上記①、②以外の幅員4m以上の道路

撤去及び新設

本件助成制度について、より詳しく記載した八ンフレットがこさいます。お求めの場合は、
お近くの区民事務所か図書館 |こ設置のものをお取りしヽただくか、区の公式本一ムヘージからこ覧ください。

助成割合 (ア)

撤去費用の

2/3

撤去及び新設費用の

2/3

撤去費用の
2/3

撤去及び新設費用の

2/3

限度額(イ )

50万円

100万円

50万円

50万円

● 助成額の上限は、上表(ア)欄 と(イ )欄の額のうち低い方の額です。 (1′000円未満切り捨て )

● いずれも撤去費用については、算定単価23′000円/mを超えない額を助成額とします。

● ―定規模の土留めと―体になつたブロック塀等の工事には助成額が加算される場合があります。

令和6年度の申請受付対象

令和7年2月 28日ま又
工事の完了報告ができ

現行の助成制度内容で運用するのは、令和6年度が最後となる予定です。

裏面に続く

まずは事前相談から |

ご検討の際は区の担当まで

ご連絡 ください |
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詳しくは電話または区の公式ホームページまで!!

杉並区役所 西棟 3階
都市整備部 市街地整備課

耐震改修担当
|〒 166-8570
杉並区阿佐谷南1-15-1

丁EL03-3312-2111(代表)
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率岬岬甲コ

※工事契約前に申請手続きが

必要です。

※4月 1日から翌年 3月 31日

が年度期間となります。


